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平
成
一
二
年
三
月
一
○
日
判
決
言
渡
・
同
日
原
本
領
収 

裁
判
所
書
記
官 

平
成
一
一
年
（ワ）
第
七
七
二
五
号 

地
位
確
認
等
詰
求
事
件 

判 
 
 
 
 
 
 

決 

〇
〇
県
〇
〇
市
〇
〇
〇
〇
〇
丁
目
〇
〇
番
〇
〇
号
〇
〇
〇
〇
〇
マ
ン
シ
ョ
ン
〇
〇
〇
号 

原 
 
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

ポ 

ー 

ル 

・ 

ド 

ー 

リ 

ー 

右
訴
訟
代
理
人
弁
護
士 

 
 

  

丹      
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雅      

雄 

大
阪
市
北
区
梅
田
一
丁
目
一
一
番
四
―
二
三
○
○
号 

被 
 
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

株

式

会

社

日

米

英

語

学

院 

右
代
表
者
代
表
取
締
役 

 
 
 

金 
 
 

久 
 
 

   
 
 

  

保 

右
訴
訟
代
理
人
弁
護
士 

 
 
 

堀 
   

井 
 

   

昌 
 
 

弘 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上 
 
 

田 
 
 
 
 

   
 

憲 
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奥 
  

  

岡 
    

真 
   

人 

岡       

本 
     

成 
  

 

史 

畑 
   

 

良 
 
 
 
 

     

武 

島 
 
 
 

     
  

武 
  

 

男 

佐 
  

  

野 
     

正 
  

 

幸 

主 
 
 

文 

一 

原
告
が
、
被
告
に
対
し
、
労
働
契
約
上
の
権
利
を
有
す
る
地
位
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

二 

被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
平
成
一
一
年
一
月
二
一
日
か
ら
本
判
決
確
定
に
至
る
ま
で
、
毎

月
末
日
限
り
、
月
額
二
七
万
五
三
七
五
円
の
割
合
に
よ
る
金
員
及
び
同
金
員
に
対
す
る
各
支

払
期
日
の
翌
日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
年
六
分
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
。 

三 

訴
訟
費
用
は
、
被
告
の
負
担
と
す
る
。 



 三 

頁 
 

四 

こ
の
判
決
は
、
第
二
項
に
限
り
仮
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

事
実
及
び
理
由 

第
一 

請
求 

主
文
同
旨 

第
二 
事
案
の
概
要 

本
件
は
、
被
告
か
ら
解
雇
の
意
思
表
示
を
受
け
た
原
告
が
、
同
意
思
表
示
は
合
理
的
な
理
由

の
な
い
解
雇
権
の
濫
用
で
あ
り
、
ま
た
、
原
告
所
属
組
合
の
壊
滅
を
企
図
し
た
不
当
労
働
行
為

で
あ
る
と
し
て
そ
の
有
効
性
を
争
い
、
被
告
に
対
し
、
労
働
契
約
上
の
権
利
を
有
す
る
地
位
に

あ
る
こ
と
の
確
認
と
未
払
賃
金
の
支
払
い
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。 

一 

争
い
の
な
い
事
実
等 

１ 

被
告
は
、
英
会
話
な
ど
外
国
語
を
教
え
る
こ
と
を
主
た
る
業
と
す
る
会
社
で
あ
り
、
梅
田 



 四 

頁 
 

校
、
難
波
校
、
天
王
寺
校
、
枚
方
校
な
ど
を
開
設
し
て
い
る
。 

２ 

原
告
は
、
英
国
籍
で
あ
り
、
平
成
二
年
二
月
八
日
、
英
会
話
の
講
師
（
パ
ー
ト
社
員
）
と

し
て
被
告
に
雇
用
さ
れ
、
引
き
続
き
同
年
三
月
二
一
日
、
被
告
と
の
間
で
、
契
約
期
間
を
一

年
と
す
る
正
社
員
と
し
て
の
雇
用
契
約
を
締
結
し
た
。
こ
れ
以
降
、
原
、
被
告
は
、
毎
年
契

約
を
継
続
更
新
し
、
平
成
一
○
年
二
月
二
日
、
契
約
期
間
を
平
成
一
○
年
一
月
二
一
日
か
ら

平
成
一
一
年
一
月
二
○
日
ま
で
、
給
料
月
額
二
七
万
五
三
七
五
円
（
毎
月
二
○
日
を
締
切
日

と
し
、
同
月
末
日
を
支
給
日
と
す
る
）、
労
働
時
間
一
週
二
九
・
二
五
時
間
と
す
る
雇
用
契

約
を
締
結
し
た
（
甲
四
の
２
）。 

原
告
は
、
平
成
九
年
六
月
、
労
働
組
合
ゼ
ネ
ラ
ル
ユ
ニ
オ
ン
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
） 

に
加
入
し
、
同
労
組
日
米
英
語
学
院
支
部
（
以
下
単
に
「
支
部
組
合
」
と
い
う
）
を
結
成
し

て
副
支
部
長
に
就
任
し
、
さ
ら
に
平
成
一
○
年
三
月
一
五
日
、
支
部
長
に
就
任
し
た
。 
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３ 

原
告
の
被
告
に
お
け
る
勤
務
内
容
は
、
梅
田
校
に
お
い
て
、
英
会
話
の
レ
ッ
ス
ン
等
を
行

う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
レ
ッ
ス
ン
が
入
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
準
備
、
宿
題
の
チ

ェ
ッ
ク
、
テ
ー
プ
の
作
成
、
レ
ベ
ル
チ
ェ
ッ
ク
、
モ
デ
ル
レ
ッ
ス
ン
等
ス
タ
ッ
フ
か
ら
依
頼

さ
れ
た
仕
事
な
い
し
教
材
の
作
成
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。 

被
告
に
お
け
る
英
会
話
の
レ
ッ
ス
ン
は
、
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス

ン
の
二
種
類
が
あ
り
、
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
は
、
同
一
の
講
師
が
複
数
の
受
講
生
に
対
し
、

受
講
生
が
選
択
し
た
コ
ー
ス
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
従
っ
て
一
単
位
五
五
分
間
の
授
業
を
約

三
ヵ
月
（
一
二
単
位
）
に
わ
た
っ
て
レ
ッ
ス
ン
す
る
も
の
で
あ
り
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス

ン
は
、
受
講
生
が
随
時
、
自
己
に
必
要
な
レ
ッ
ス
ン
（
一
単
位
四
○
分
間
）
を
選
択
し
て
予

約
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

４ 

原
告
は
、
平
成
一
一
年
一
月
二
○
日
、
被
告
副
学
院
長
黒
田
典
子
か
ら
、「
契
約
に
つ
い



 六 

頁 
 

て
の
通
知
」
と
題
す
る
文
書
を
提
示
さ
れ
、
同
日
付
け
で
解
雇
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
受
け 

た
（
以
下
、
「
本
件
解
雇
」
と
い
う
。
）
。
同
文
書
に
は
解
雇
理
由
と
し
て
、
①
ク
ラ
ス 

約
率
が
五
○
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
こ
と
、
②
割
り
当
て
ら
れ
た
義
務
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

に
関
し
て
職
員
に
非
協
力
的
で
あ
る
こ
と
、
③
就
業
規
則
と
合
意
書
に
違
反
す
る
こ
と
な
ど

が
記
載
さ
れ
て
い
た
。 

な
お
、
被
告
の
就
業
規
則
三
七
条
に
は
、「
会
社
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
従
業

員
を
解
雇
す
る
こ
と
が
あ
る
。（
中
略
）
３
．
従
業
員
の
就
業
状
況
が
著
し
く
不
良
で
就
業

に
適
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
後
略
）」
と
の
規
程
が
あ
る
。 

被
告
は
、
同
月
二
九
日
、
原
告
の
銀
行
口
座
に
、
一
か
月
分
の
給
与
と
と
と
も
に
解
雇
予

告
手
当
を
振
り
込
ん
だ
。 

被
告
は
、
同
月
二
一
日
以
後
の
原
告
の
賃
金
を
支
払
わ
な
い
。 
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二 

本
件
の
争
点 

１ 

本
件
解
雇
に
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
か 

２ 

本
件
解
雇
が
不
当
労
働
行
為
に
該
当
す
る
か 

な
お
、
本
件
解
雇
に
つ
い
て
、
被
告
は
こ
れ
を
解
雇
で
あ
る
と
し
て
そ
の
合
理
性
等
を
主
張

し
、
期
間
満
了
に
よ
る
更
新
拒
絶
（
そ
の
場
合
で
も
、
本
件
の
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
の
反
復
更

新
等
に
よ
り
、
解
雇
法
理
の
類
推
適
用
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。）
と
は
主
張
し
て
い
な
い
の

で
、
以
下
で
は
、
解
雇
か
更
新
拒
絶
か
間
題
と
せ
ず
、
解
雇
の
適
法
性
を
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。 

第
三 

争
点
に
関
す
る
当
事
者
の
主
張 

一 

争
点
１
（
本
件
解
雇
の
合
理
性
）
に
つ
い
て 

１ 

被
告
の
主
張 

?
 

原
告
の
稼
働
率
の
減
少 



 八 

頁 
 

被
告
が
原
告
を
解
雇
し
た
の
は
、
以
下
の
と
お
り
、
原
告
の
就
業
状
況
が
著
し
く
不
良

で
、
就
業
に
適
し
な
い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。 

?
  

被
告
で
は
正
社
員
講
師
の
職
務
適
性
判
断
材
料
と
し
て
稼
働
率
を
用
い
て
い
る
。 

稼
働
率
と
は
、
実
際
の
レ
ッ
ス
ン
時
間
が
フ
ル
タ
イ
ム
時
間
（
授
業
可
能
時
間
）
に

占
め
る
割
合
で
あ
る
。
フ
ル
タ
イ
ム
時
間
は
、
契
約
時
間
か
ら
休
憩
時
間
（
一
日
六
時

間
以
上
の
勤
務
の
場
合
、
そ
の
内
の
四
五
分
間
を
休
憩
時
間
と
し
て
い
る
）、
休
暇
日

及
び
ス
ト
ラ
イ
キ
時
間
を
控
除
し
て
算
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
算
定
に
際
し
て
は
、
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
や
レ
ベ
ル
チ
ェ
ッ
ク
、
モ
デ
ル
レ
ッ
ス
ン
な
ど
が
可
能
な
四
五

分
以
下
の
時
間
帯
を
控
除
対
象
と
し
な
い
取
扱
と
し
て
い
る
。 

?
 

被
告
に
は
、
約
三
○
名
の
正
社
員
講
師
が
い
る
が
、
そ
の
稼
働
率
は
ほ
ぼ
七
○
パ
ー 

セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。 
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し
か
る
に
、
原
告
の
稼
働
率
は
、
平
成
九
年
ま
で
は
九
○
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い

た
が
、
平
成
一
○
年
に
な
る
と
減
少
し
、
同
年
一
〇
月
以
降
は
五
○
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

と
な
り
、
平
成
一
一
年
に
入
る
と
約
三
○
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
減
少
し
た
。 

こ
の
よ
う
な
稼
働
率
の
減
少
は
、
後
記
の
よ
う
な
ス
ト
に
よ
り
レ
ッ
ス
ン
が
中
断
さ

れ
る
こ
と
や
、
原
告
が
レ
ッ
ス
ン
中
の
組
合
に
関
す
る
話
を
し
た
り
、
被
告
の
悪
口
を

言
っ
た
り
す
る
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
、
原
告
に
対
す
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
の

予
約
が
減
少
し
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
。 

稼
働
率
が
五
○
バ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
講
師
は
雇
用
す
る
意
味
が
な
い
。 

?
 

ス
ト
ラ
イ
キ 

?
 

原
告
は
、
平
成
一
○
年
三
月
二
八
日
か
ら
、
他
の
組
合
員
と
と
も
に
賃
上
げ
等
を
理

由
と
す
る
ス
ト
ラ
イ
キ
（
以
下
「
ス
ト
」
と
略
称
す
る
。）
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
レ 

 
 



 
一
〇 

頁 
 

ッ
ス
ン
が
あ
る
場
合
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
ス
ト
を
し
た
。 

当
初
の
ス
ト
は
、
一
単
位
の
レ
ッ
ス
ン
時
間
全
部
の
ス
ト
で
あ
っ
た
が
、
同
年
四 

四
日
以
降
は
、
事
前
通
告
も
な
し
に
、
一
単
位
の
レ
ッ
ス
ン
時
間
の
一
部
（
五
分
な
い

し
三
○
分
）
に
つ
き
ス
ト
（
以
下
「
部
分
ス
ト
」
と
い
う
。）
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

ま
た
、
原
告
の
ス
ト
の
方
法
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
通
告
の
際
、
赤
い
腕
章
を
付
け
た
複
、 

数
の
組
合
員
が
校
内
に
入
り
、
全
員
揃
っ
て
受
付
に
い
る
ス
タ
ッ
フ
に
ス
ト
通
告
書
を

大
声
で
読
み
上
げ
た
う
え
こ
れ
を
渡
し
、
校
外
に
出
て
、
全
員
で
ス
ト
時
間
中
校
舎
入

り
口
付
近
を
う
ろ
つ
い
た
後
教
室
に
戻
る
と
い
う
も
の
で
あ
つ
た
。 

原
告
が
し
た
ス
ト
は
別
紙
ス
ト
ラ
イ
キ
報
告
書
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
。 

?
 

被
告
は
、
全
部
ス
ト
の
場
合
に
は
休
校
、
部
分
ス
ト
の
場
合
に
は
予
定
し
た
レ
ッ
ス

ン
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
な
ど
の
措
置
を
採
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。 



 
一
一 
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こ
の
よ
う
な
ス
ト
の
様
子
を
見
た
受
講
生
の
中
に
は
驚
愕
の
余
り
途
中
で
帰
る
者
も

い
た
。 

ま
た
、
講
師
が
固
定
さ
れ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
に
つ
い
て
は
、
受
講
生
の
多 

く
か
ら
ス
ト
に
よ
り
レ
ッ
ス
ン
が
進
行
し
な
い
こ
と
に
対
す
る
苦
情
と
講
師
交
替
の
要

請
が
な
さ
れ
、
被
告
は
、
か
か
る
要
請
を
受
け
て
、
同
年
四
月
一
○
日
頃
、
原
告
が
担 

当
す
る
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
の
講
師
を
交
替
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
が
、
原
告
ら
は
こ
れ 

に
抗
議
す
る
と
と
も
に
、
交
替
し
た
講
師
の
レ
ッ
ス
ン
中
、
窓
ガ
ラ
ス
越
し
に
教
室
内 

を
の
ぞ
き
込
み
、
罵
声
を
浴
び
せ
る
な
ど
の
営
業
妨
害
等
を
繰
返
し
た
。 

さ
ら
に
、
被
告
は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
に
関
し
て
も
、
レ
ッ
ス
ン
時
間
を
四 

○ 

分
か
ら
五
五
分
に
延
長
し
て
、
原
告
が
一
五
分
以
上
ス
ト
を
し
な
い
限
り
レ
ッ
ス
ン 

を
終
了
で
き
る
よ
う
配
慮
し
た
。 



 
一
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?
 

レ
ッ
ス
ン
が
な
い
時
間
帯
の
原
告
の
就
業
状
況 

平
成
一
○
年
一
○
月
以
降
、
原
告
は
レ
ッ
ス
ン
を
担
当
し
な
い
時
間
が
労
働
時
間
の
五
〇 

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
時
間
に
つ
き
、
被
告
の
業
務
命
令
を

無
視
し
て
、
ス
タ
ッ
フ
か
ら
依
頼
さ
れ
た
仕
事
及
び
教
材
の
作
成
を
し
な
い
ば
か
り
か
、
ス

タ
ッ
フ
及
び
非
組
合
員
講
師
に
嫌
が
ら
せ
を
継
続
し
て
行
っ
た
。 

被
告
の
副
学
院
長
黒
田
や
梅
田
校
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
〇
〇
〇
〇
ら
は
、
原
告
に
対
し
、
厳
重 

注
意
を
す
る
と
と
も
に
、
真
面
目
に
勤
務
す
る
よ
う
論
し
た
が
、
原
告
は
聞
き
入
れ
る
こ
と

な
く
、
嫌
が
ら
せ
を
激
化
さ
せ
た
。 

２ 

原
告
の
主
張 

?
  

稼
働
率
減
少
に
つ
い
て 

?
 

被
告
が
主
張
す
る
原
告
や
他
の
講
師
の
稼
働
率
は
、
算
定
方
法
や
算
定
結
果
に
誤
り 



 
一
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が
あ
り
、
到
底
信
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。 

?
 

平
成
一
○
年
以
後
の
原
告
の
稼
働
率
が
減
少
し
た
こ
と
は
認
め
る
が
、
原
告
は
、
レ

ッ
ス
ン
中
に
組
合
の
話
や
被
告
を
批
判
す
る
発
言
を
し
た
こ
と
は
な
く
、
稼
働
率
減
少

は
、
以
下
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
解
雇
理
由
と
す
る
こ
と
は
合
理
性
が

な
い
。 

ア 
平
成
一
○
年
四
月
一
三
日
、
被
告
は
原
告
の
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
を
取
り
上
げ
た
。 

こ
の
た
め
、
原
告
は
週
八
時
間
の
レ
ッ
ス
ン
時
間
を
失
い
、
こ
れ
の
み
で
も
稼
働

率
三
○
パ
ー
セ
ン
ト
が
減
少
し
た
。 

イ 

新
規
受
講
生
は
基
本
的
に
は
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
か
ら
開
始
し
、
そ
の
後
、
気
に

い
っ
た
講
師
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
を
受
講
す
る
よ
う
に
な
る
。 

し
か
る
に
、
原
告
が
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、 
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グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
か
ら
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
へ
の
受
講
生
の
流
れ
が
取
り
上

げ
ら
れ
、
こ
の
こ
と
が
稼
働
率
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。 

ウ 

被
告
は
、
原
告
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
の
予
約
を
入
れ
な
い
よ
う
操
作
し
た
。 

受
講
生
の
予
約
を
受
け
付
け
る
の
は
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
が
、
梅
田
校
の
ス
タ
ッ
フ 

は
、
被
告
の
指
示
を
受
け
、
受
講
生
が
予
約
す
る
際
、
原
告
の
存
在
や
原
告
の
レ
ッ 

ス
ン
が
受
講
可
能
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ず
、
あ
る
い
は
「
ポ
ー
ル
先
生
は
ス
ト
ラ
イ 

キ
を
す
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
告
げ
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
非
組
合
員
講
師
の
レ
ッ 

ス
ン
を
積
極
的
に
勧
め
て
い
た
。 

こ
れ
ら
の
結
果
、
原
告
が
、
平
成
一
○
年
三
月
二
八
日
に
争
議
に
入
っ
て
か
ら
本 

件
解
雇
通
告
を
受
け
る
ま
で
、
原
告
の
受
講
者
で
新
規
入
学
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か 

っ
た
。 
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エ 

原
告
が
担
当
し
て
い
た
受
講
生
で
レ
ッ
ス
ン
を
全
部
終
了
し
て
卒
業
し
て
い
っ
た

者
も
多
く
い
た
。 

オ 

被
告
は
稼
働
率
算
定
に
当
た
っ
て
、
非
組
合
員
の
稼
働
率
を
水
増
し
し
、
組
合
員 

の
稼
働
率
を
減
少
さ
せ
る
よ
う
操
作
し
て
い
る
。 

モ
デ
ル
レ
ッ
ス
ン
や
レ
ベ
ル
チ
ェ
ッ
ク
は
被
告
が
担
当
者
を
決
め
て
い
る
が
、
被 

告
は
、
組
合
員
講
師
に
は
こ
れ
を
担
当
さ
せ
な
い
。
そ
し
て
、
被
告
は
、
一
○
分
な 

い
し
一
五
分
し
か
か
か
ら
な
い
レ
ベ
ル
チ
ェ
ッ
ク
で
も
四
五
分
の
一
レ
ッ
ス
ン
と
し

て
算
定
し
て
い
る
た
め
、
回
五
分
間
の
う
ち
、
二
つ
の
レ
ベ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ 

と
が
可
能
と
な
り
、
非
組
合
員
の
な
か
に
は
稼
働
率
が
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え 

る
と
い
う
考
え
ら
れ
な
い
結
果
が
生
じ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
が
、
原
告
や
他
の
組
合
員
講
師
の
表
面
上
の
稼
働
率
低
下
を
も
た
ら
し
た
。 
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?
  

ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て 

（１） 

原
告
は
、
レ
ッ
ス
ン
が
あ
る
場
合
、
必
ず
ス
ト
ラ
イ
キ
を
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。 

ス
ト
通
告
に
組
合
役
員
が
来
校
し
て
い
た
の
は
原
告
が
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
を
取
り 

上
げ
ら
れ
た
平
成
一
○
年
四
月
一
三
日
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
は
、
原
告
が
ス
ト
通 

告
書
を
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
送
信
し
、
あ
る
い
は
手
渡
し
て
い
た
。 

ま
た
、
ス
ト
通
告
の
際
、
原
告
ら
が
大
声
を
出
し
た
こ
と
も
な
い
。 

支
部
組
合
は
、
被
告
が
昇
給
要
求
や
そ
の
た
め
の
団
体
交
渉
の
要
求
を
拒
否
し
続
け
、 

平
成
一
○
年
四
月
八
日
に
初
回
答
を
提
示
し
た
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
昇
給
を
認
め
る 

も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
ス
ト
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

被
告
が
、
原
告
ら
の
ス
ト
中
に
代
わ
り
の
講
師
（
ス
ト
破
り
）
に
レ
ッ
ス
ン
を
継
続
さ 

せ
る
な
ど
し
た
た
め
、
こ
れ
に
汁
抗
し
て
部
分
ス
ト
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
も 
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の
で
あ
る
。 

?
 

原
告
ら
の
ス
ト
を
み
て
、
途
中
で
帰
宅
し
た
受
講
生
が
い
る
と
の
事
実
は
否
認
す
る
。

む
し
ろ
、
ス
ト
破
り
の
講
師
を
嫌
い
、
あ
る
い
は
ス
ト
破
り
を
雇
う
こ
と
に
嫌
悪
を 

感
じ
て
辞
め
た
受
講
生
が
い
た
。 

グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
原
告
ら
が
、
交
替
し
た
講
師
の
レ
ッ
ス
ン

中
教
室
内
を
の
ぞ
き
込
ん
だ
り
、
罵
声
を
浴
び
せ
る
な
ど
し
て
営
業
妨
害
を
し
た
と
の

事
実
は
全
く
な
い
。 

?
  

レ
ッ
ス
ン
が
な
い
時
間
帯
の
就
業
状
況
に
つ
い
て 

原
告
は
、
レ
ッ
ス
ン
が
な
い
場
合
で
も
、
宿
題
の
添
削
、
テ
ー
プ
の
書
き
出
し
、
教
材

開
発
等
で
い
つ
も
仕
事
を
し
て
お
り
、
会
社
の
業
務
命
令
や
ス
タ
ッ
フ
か
ら
頼
ま
れ
た
仕

事
は
す
べ
て
行
っ
て
き
た
。 
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原
告
が
、
黒
田
や
〇
〇
か
ら
勤
務
態
度
に
つ
い
て
注
意
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
。 

二 

争
点
２
（
不
当
労
働
行
為
）
に
つ
い
て 

ｌ 

原
告
の
主
張 

支
部
組
合
が
、
平
成
九
年
八
月
二
五
日
、
被
告
に
結
成
通
知
を
行
っ
て
以
来
、
組
合
員
は
、 

被
告
か
ら
組
合
脱
退
を
追
ら
れ
た
り
、
不
当
な
配
置
転
換
や
レ
ッ
ス
ン
の
一
方
的
削
減
な
ど

の
嫌
が
ら
せ
を
受
け
続
け
て
き
た
。 

支
部
組
合
は
、
平
成
一
○
年
に
入
り
、
春
闘
（
賃
上
げ
）
要
求
の
た
め
、
同
年
三
月
二
八

日
に
初
め
て
ス
ト
を
行
い
、
そ
の
後
も
断
続
的
に
争
議
行
為
を
行
っ
て
き
た
。 

こ
の
間
、
被
告
は
、
ス
ト
破
り
を
雇
っ
て
対
抗
し
、
ま
た
、
支
部
組
合
員
の
グ
ル
ー
プ
レ

ッ
ス
ン
の
取
り
上
げ
な
ど
の
不
利
益
取
扱
、
支
部
組
合
員
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

に
対
す
る
平
成
一
○
年
四
月
九
日
付
解
雇
通
告
や
支
部
組
合
員
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
に
対
す
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る
同
月
二
○
日
付
契
約
更
新
拒
絶
通
告
な
ど
、
組
合
嫌
悪
の
不
当
労
働
行
為
を
行
い
続
け
て

き
た
。 

本
件
解
雇
は
、
被
告
が
支
部
組
合
支
部
長
で
あ
る
原
告
を
解
雇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被

告
か
ら
支
都
組
合
自
体
を
壊
滅
さ
せ
よ
う
企
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
不
当
労
働
行
為
で
あ
っ

て
無
効
で
あ
る
。 

２ 

被
告
の
主
張 

支
部
組
合
が
、
平
成
九
年
八
月
二
五
日
、
被
告
に
結
成
通
知
を
行
っ
た
こ
と
、
平
成
一
○

年
に
入
り
、
賃
上
げ
要
求
等
を
求
め
て
争
議
行
為
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
及
び
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
に
対
し
解
雇
通
告
な
い
し
更
新
拒
絶
通
告
を
し
た

こ
と
は
認
め
る
。 

そ
の
余
の
事
実
は
否
認
し
、
主
張
は
争
う
。 
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第
三 

当
裁
判
所
の
判
断 

一 

争
点
１
（
木
件
解
雇
の
合
理
性
）
に
つ
い
て 

１ 

証
拠
（
甲
一
四
の
１
及
び
２
、
一
五
の
１
及
び
２
、
一
六
の
１
及
び
２
、
一
七
、
一
八
、 

二
○
の
１
及
び
２
、
二
一
な
い
し
二
三
、
二
六
の
１
及
び
２
、
三
二
、
三
三
の
１
及
び
２
、

三
三
六
、
三
八
、
四
一
、
四
一
二
、
四 

五
、
四
六
、
四
八
な
い
し
五
三
、
六
一
の
１
及
び

２
、
六
三
、
六
六
、
六
八
の
１
及
び
２
、
七
四
の
１
及
び
２
、
七
五
、
七
七
、
七
九
な
い
し

八
六
、
乙
二
の
１
及
び
２
、
三
の
１
な
い
し
４９
、
四
の
１
の
１
及
び
２
、
四
の
２
、
五
の
１

及
び
２
、
八
、
一
四
、
一
七
の
１
及
び
２
、
二
一
の
１
な
い
し
１３
、
二
九
、
証
人
〇
〇
、
原

告
本
人
）
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。 

?
  

組
合
及
び
支
部
組
合
は
、
平
成
一
○
年
二
月
二
日
、
被
告
に
対
し
、
従
業
員
の
雇
用
保 

険
加
人
及
び
昇
給
を
要
求
し
て
、
団
体
交
渉
を
求
め
た
。
同
月
一
九
日
及
び
同
年
三
月
一 
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八
日
、
重
ね
て
団
体
交
渉
が
も
た
れ
た
が
、
被
告
は
、
雇
用
保
険
の
加
入
の
要
求
は
承
諾

し
た
も
の
の
、
昇
給
の
要
求
は
拒
否
し
た
。
な
お
、
こ
の
間
の
同
月
一
五
日
、
原
告
は
支

部
組
合
支
部
長
に
就
任
し
た
。 

組
合
及
び
支
部
組
合
は
、
同
月
一
九
日
か
ら
街
頭
演
説
や
ビ
ラ
配
り
な
ど
を
行
う
よ
う 

に
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
被
告
は
、
同
月
二
七
日
到
達
の
組
合
宛
警
告
書
で
、
原
告

ら
の
行
為
が
不
法
行
為
や
業
務
妨
害
罪
に
該
当
し
、
今
後
組
合
員
が
同
様
の
行
為
に
及
ん

だ
場
合
法
的
措
置
を
採
る
旨
通
告
し
た
。 

組
合
は
、
こ
れ
に
抗
議
す
る
す
る
と
と
も
に
同
日
以
降
ス
ト
に
入
る
旨
通
告
し
、
同
月 

二
八
日
、
梅
田
校
に
お
い
て
、
原
告
ら
組
合
員
五
名
が
授
業
を
行
わ
な
い
と
い
う
ス
ト
を

行
い
、
そ
の
後
、
梅
田
校
の
み
な
ら
ず
、
難
波
校
、
天
王
寺
校
、
枚
方
校
な
ど
で
も
断
続

的
に
ス
ト
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
当
初
の
ス
ト
は
、
組
合
員
ら
が
一
レ
ッ
ス
ン
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の
全
時
間
授
業
を
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
抗
し
て
被
告
が
ス
ト
に

備
え
、
他
校
か
ら
講
師
を
手
配
し
、
或
い
は
新
規
に
講
師
を
雇
用
す
る
な
ど
し
て
授
業
を

継
続
し
た
た
め
、
原
告
ら
は
、
同
年
四
月
上
旬
か
ら
、
授
業
開
始
後
、
授
業
時
間
の
一
部

に
つ
い
て
授
業
を
中
止
す
る
と
い
う
部
分
ス
ト
を
も
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。 

こ
の
間
、
同
月
七
日
こ
ろ
、
被
告
は
支
部
組
合
の
昇
給
の
要
求
に
対
す
る
回
答
を
行
っ 

た
が
、
そ
の
内
容
は
、
レ
ベ
ル
チ
ェ
ッ
ク
等
を
行
っ
た
場
合
の
報
酬
増
額
、
そ
の
結
果
、

受
講
生
と
の
契
約
に
至
っ
た
場
合
の
報
奨
金
増
額
等
と
い
う
条
件
付
の
も
の
で
あ
り
、
組

合
の
要
求
す
る
一
律
昇
給
に
こ
た
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
同
月
八
日
及
び
一

五
日
付
で
被
告
が
組
合
に
し
た
団
体
交
渉
要
求
に
対
す
る
回
答
で
は
、
組
合
側
出
席
者
を

二
名
に
限
定
し
な
い
限
り
交
渉
に
応
じ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
組
合
は
こ
れ
を
団
体

交
渉
の
実
質
的
な
拒
否
で
あ
る
と
と
ら
え
、
結
局
そ
の
際
の
団
体
交
渉
は
実
現
し
な
か
っ
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た
。 ま

た
、
同
月
九
日
、
組
合
員
で
あ
る
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
が
同
月
九
日
解 

雇
通
告
を
受
け
、
同
じ
く
組
合
員
で
あ
る
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
が
同
月
二
○
日
契
約
更
新
拒

絶
の
通
知
を
受
け
る
に
及
ん
で
、
組
合
は
こ
れ
ら
の
撤
回
を
も
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
さ

ら
に
、
そ
の
後
も
、
労
使
紛
争
は
、
ス
ト
中
の
賃
金
控
除
や
組
合
員
〇
〇
〇
の
有
給
休
暇

取
得
間
題
な
ど
に
ま
で
拡
大
し
て
ゆ
き
、
そ
の
結
果
、
原
告
ら
支
部
組
合
員
は
断
続
的
な

ス
ト
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。 

被
告
は
、
こ
の
よ
う
な
ス
ト
の
た
め
予
定
し
た
レ
ッ
ス
ン
時
間
を
消
化
で
き
ず
、
レ
ッ 

ス
ン
が
進
行
し
な
い
と
い
う
受
講
生
か
ら
の
抗
議
も
あ
り
、
授
業
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
変

更
し
て
、
同
年
四
月
一
三
日
か
ら
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
か
ら
組
合
員
講
師
を
は
ず
し
、
非

組
合
員
講
師
に
の
み
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
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原
告
は
、
そ
れ
ま
で
概
ね
一
週
七
時
間
な
い
し
八
時
間
担
当
し
て
い
た
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス

ン
の
授
業
を
失
っ
た
。 

被
告
は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
に
つ
い
て
も
、
同
月
二
八
日
か
ら
夜
間
レ
ッ
ス
ン 

の
時
間
を
四
○
分
か
ら
五
五
分
に
延
長
し
、
部
分
ス
ト
に
よ
っ
て
授
業
が
中
断
し
て
も
、

ス
ト
時
間
が
一
五
分
以
内
に
留
ま
る
限
り
レ
ッ
ス
ン
が
終
了
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど

し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
原
告
ら
は
、
一
五
分
の
時
間
を
こ
え
る
部
分
ス
ト
を
も
行
う
よ

う
に
な
っ
た
。 

原
告
が
、
本
件
解
雇
ま
で
に
行
っ
た
ス
ト
は
別
紙
ス
ト
ラ
イ
キ
報
告
書
記
載
の
と
お
り 

で
あ
る
。 

な
お
、
原
告
の
ス
ト
は
、
教
室
内
で
受
講
生
に
ス
ト
に
入
る
旨
告
げ
、
腕
章
及
び
ゼ
ッ 

ケ
ン
を
付
け
て
教
室
を
出
て
、
ス
ト
時
間
中
、
教
室
外
あ
る
い
は
校
外
に
ま
で
出
て
そ
の
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出
人
口
付
近
で
静
か
に
什
立
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
つ
た
。
ス
ト
の
通
告
は
、
ス
ト

当
日
、
原
告
か
ら
被
告
の
ス
タ
ッ
フ
に
電
話
か
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
、
あ
る
い
は
ス
ト
で
教
室

を
出
る
際
に
通
告
書
を
渡
す
な
ど
し
て
な
さ
れ
て
い
た
。 

?
  

原
告
の
稼
働
率
は
、
被
告
が
主
張
す
る
算
定
方
法
と
被
告
が
陳
述
書
で
述
べ
る
算
定
方 

法
と
で
、
四
五
分
以
下
の
時
間
帯
を
フ
ル
タ
イ
ム
時
間
と
し
て
算
定
す
る
か
否
か
な
ど
の

点
に
つ
い
て
相
違
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
算
定
数
値
は
一
致
し
な
い
が
、
原

告
の
算
定
結
果
（
甲
四
五
）
に
よ
っ
て
も
、
平
成
九
年
ま
で
は
、
ほ
ぼ
九
○
パ
ー
セ
ン
ト

を
維
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
平
成
一
○
年
月
七
月
こ
ろ
か
ら
次
第
に
低
下
し
始
め
、

五
○
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
な
る
週
も
少
な
く
な
く
な
り
、
な
か
に
は
一
五
バ
ー
セ
ン
ト

（
平
成
一
○
年
九
月
二
八
日
か
ら
一
○
月
三
日
の
週
）、
二
○
パ
ー
セ
ン
ト
（
同
年
一
○

月
二
六
日
か
ら
同
月
三
一
日
の
週
）、
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
（
同
年
一
一
月
三
○
日
か
ら
一
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二
月
五
日
の
週
）
と
極
端
に
稼
働
率
が
低
い
週
も
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
平
成
一
一

年
に
入
っ
て
か
ら
は
五
○
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
回
る
こ
と
が
な
か
つ
た
。 

原
告
は
、
授
業
が
な
い
時
間
帯
は
、
ス
タ
ッ
フ
か
ら
依
頼
さ
れ
た
受
講
生
の
宿
題
の
チ 

ェ
ッ
ク
や
教
材
の
作
成
、
評
価
表
の
作
成
な
ど
を
し
て
い
た
。 

な
お
、
被
告
は
、
受
講
生
が
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
を
予
約
す
る
際
、
原
告
ら
組
合 

員
講
師
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
を
予
約
し
よ
う
と
す
る
受
講
生
に
対
し
て
、
同
講
師

は
、
授
業
中
ス
ト
を
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
そ
れ
で
も
よ
い
か
と
告
げ
る
な
ど
し
て
い
た
。 

原
告
が
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
の
み
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
後
、
被
告
を
辞
め 

た
原
告
の
受
講
生
の
う
ち
、
最
終
レ
ッ
ス
ン
ま
で
終
了
し
た
受
講
生
は
少
な
く
な
く
、
他

方
、
原
告
が
ス
ト
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
後
、
新
規
に
入
校
し
た
受
講
生
で
原
告
が

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
を
担
当
し
た
看
は
い
な
い
。 
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２ 

以
上
認
定
の
事
実
に
対
し
、
被
告
は
、
①
原
告
が
レ
ッ
ス
ン
中
に
組
合
に
間
す
る
話
を
し

た
り
、
被
告
の
悪
口
を
言
っ
た
り
し
て
い
た
こ
と
、
②
原
告
の
ス
ト
の
方
法
は
複
数
の
組
合

員
と
と
も
に
、
受
付
に
い
る
ス
タ
ッ
フ
に
ス
ト
通
告
書
を
大
声
で
読
み
上
げ
た
り
、
全
員
で

ス
ト
時
間
中
校
舎
付
近
を
う
ろ
つ
い
た
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
③
原
告
ら
は
、
ス
ト

中
の
代
行
講
師
の
レ
ッ
ス
ン
中
、
窓
ガ
ラ
ス
越
し
に
教
室
内
を
の
ぞ
き
込
み
、
罵
声
を
浴
び

せ
る
な
ど
し
た
こ
と
、
④
原
告
は
ス
タ
ッ
フ
が
依
頼
し
た
仕
事
を
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
ス

タ
ッ
フ
や
非
組
合
員
講
師
に
嫌
が
ら
せ
を
し
た
こ
と
な
ど
を
主
張
し
て
お
り
、
証
人
〇
〇
は

こ
れ
に
沿
う
供
述
を
す
る
ほ
か
、
〇
〇
〇
〇
ら
梅
田
校
ス
タ
ッ
フ
作
成
の
嘆
願
書
（
乙
七
）、

黒
田
典
子
の
陳
述
書
（
乙
八
、
一
四
）、
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
の
陳
述
書
（
乙
一
六
）、 

〇
〇
の
陳
述
書
（
乙
二
二
）、
〇
〇
の
陳
述
書
（
乙
二
三
）
に
は
右
被
告
の
主
張
に
沿
う
記

載
が
あ
る
。 
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し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
、
証
人
〇
〇
や
右
陳
述
書
、
嘆
願
書
の
作
成
者
は
い
ず
れ
も
被
告

に
雇
用
さ
れ
て
い
る
非
組
合
員
で
あ
っ
て
そ
の
中
立
性
に
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
う
え
、
右

嘆
願
書
や
陳
述
書
に
は
、
原
告
の
嫌
が
ら
せ
な
ど
と
し
て
種
々
の
事
実
が
記
載
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
記
載
は
具
体
性
（
嫌
が
ら
せ
が
な
さ
れ
た
と
い
う
時
期
、
原
告
の
発
言
内
容
、
発

言
の
相
手
方
な
ど
）
に
乏
し
い
も
の
も
少
な
く
な
く
、
し
か
も
右
嘆
願
書
の
作
成
者
の
一
人

で
あ
る
〇
〇
〇
〇
の
陳
述
書
（
乙
一
五
）
に
よ
れ
ば
、
右
嘆
願
書
に
記
載
さ
れ
た
原
告
の
言

動
は
、
そ
の
す
べ
て
を
〇
〇
自
ら
が
体
験
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
り
、
ま
た
、

右
〇
〇
の
陳
述
書
に
は
、
平
成
一
○
年
九
月
二
七
日
に
原
告
が
代
行
授
業
の
依
頼
を
拒
否
し

た
経
緯
が
具
体
的
に
記
載
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
同
日
は
日
曜
日
で
あ
り
原
告
の
休
校
日

で
あ
る
（
甲
六
八
の
２
）
か
ら
、
事
実
を
虚
構
な
い
し
歪
曲
し
て
い
る
か
、
そ
う
で
な
い
と

し
て
も
誤
解
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
総
じ
て
、
〇
〇
の
証
言
や
右
嘆
願
書
、
陳
述
書
の
記
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載
の
信
用
性
に
は
疑
間
が
あ
る
。 

ま
た
、
被
告
は
、
レ
ッ
ス
ン
の
な
い
時
間
帯
に
原
告
が
ス
タ
ッ
フ
の
依
頼
す
る
仕
事
等
を 

し
て
い
な
か
っ
た
事
の
裏
付
証
拠
と
し
て
原
告
や
他
の
講
師
の
「
○
ｎ 

― 

Ｄ
ｕ
ｔ
ｙ 

Ｈ

ｏ
ｕ
ｒ 

Ｒ
ｅ
ｃ
ｏ
ｒ
ｄ 

Ｓ
ｈ
ｅ
ｅ
ｔ
」（
以
下
「
勤
務
記
録
」
と
い
う
。
乙
四
の
ｌ
の

１
及
び
２
、
四
の
２
、
九
の
１
及
び
２
、
一
○
の
１
及
び
２
、
一
一
の
１
及
び
２
、
一
二
の

１
及
び
２
、
一
三
の
１
及
び
２
）
を
提
出
し
て
い
る
が
、
証
拠
（
甲
五
六
な
い
し
五
九
）
に

よ
れ
ば
、
勤
務
記
録
を
記
載
し
て
い
な
か
っ
た
講
師
が
多
数
存
す
る
こ
と
や
、
記
載
し
て
い

る
講
師
に
し
て
も
不
記
載
時
間
が
少
な
く
な
い
こ
と
な
ど
が
認
め
ら
れ
、
講
師
に
対
し
勤
務

記
録
の
記
載
が
ど
れ
ほ
ど
厳
格
に
要
求
さ
れ
て
い
た
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
講
師
の
勤
務
状
況

の
把
握
に
ど
れ
ほ
ど
役
立
て
ら
れ
て
い
た
か
に
は
多
大
な
疑
間
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
る
。

加
え
て
、
原
告
は
被
告
提
出
分
以
外
に
も
原
告
に
関
す
る
勤
務
記
録
が
存
す
る
と
し
て
そ
れ
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ら
の
手
持
の
控
え
分
（
甲
二
六
の
１
及
び
２
、
七
四
の
１
及
び
２
）
を
証
拠
と
し
て
提
出
し

て
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
被
告
提
出
証
拠
（
乙
四
の
１
の
１
及
び
２
、

四
の
２
）
か
ら
認
め
ら
れ
る
以
上
に
原
告
が
宿
題
の
チ
ェ
ッ
ク
や
教
材
作
成
等
レ
ッ
ス
ン
以

外
の
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。 

他
方
、
原
告
は
、
被
告
主
張
の
右
事
実
を
い
ず
れ
も
否
認
し
、
本
人
尋
間
や
陳
述
書
（
甲

三
二
、
六
一
の
１
及
び
２
、
六
八
の
１
及
び
２
）
の
記
載
で
も
こ
れ
ら
を
否
定
し
、
反
論
し

て
い
る
と
こ
ろ
、
原
告
の
受
講
生
の
多
く
は
、
陳
述
書
（
甲
四
八
な
い
し
五
三
、
六
六
、
七

九
な
い
し
八
五
）
に
お
い
て
、
原
告
か
ら
レ
ッ
ス
ン
中
に
組
合
の
話
や
被
告
の
悪
口
を
間
い

た
こ
と
は
な
い
こ
と
、
原
告
ら
が
、
ス
ト
通
告
の
際
大
声
を
出
し
た
り
、
代
行
講
師
の
講
義

中
に
教
室
を
覗
き
込
ん
だ
り
罵
声
を
浴
び
せ
た
り
し
た
こ
と
は
な
い
こ
と
、
原
告
の
レ
ッ
ス

ン
中
の
態
度
は
穏
や
か
で
紳
士
的
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
原
告
の
右
主
張
等
に
沿
う
記
載
を
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し
て
い
る
。 

以
上
に
照
ら
す
と
、
〇
〇
の
証
言
や
被
告
提
出
に
か
か
る
右
嘆
願
書
、
陳
述
書
の
記
載
は

に
わ
か
に
は
信
用
で
き
ず
、
他
の
前
記
認
定
を
左
右
す
る
証
拠
も
な
い
か
ら
、
被
告
の
右
主

張
の
う
ち
、
前
記
認
定
に
反
す
る
部
分
は
採
用
で
き
ず
、
そ
の
余
の
事
実
を
主
張
す
る
部
分

も
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

３ 

そ
こ
で
、
前
記
認
定
事
実
に
基
い
て
、
本
件
解
雇
に
合
理
的
な
理
由
が
認
め
ら
れ
る
か
に

つ
い
て
検
討
す
る
。 

?
  

被
告
は
本
件
解
雇
の
第
一
の
理
由
と
し
て
、
原
告
の
稼
働
率
低
下
を
主
張
す
る
。 

こ
の
点
、
稼
働
率
の
算
定
方
式
や
具
体
的
な
数
値
に
は
争
い
が
あ
る
も
の
の
、
原
告
の 

稼
働
率
が
平
成
一
〇
年
七
月
以
降
低
下
し
、
本
件
解
雇
時
に
は
五
○
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回

る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
は
争
い
な
く
認
め
ら
れ
る
。 
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と
こ
ろ
で
、
被
告
は
、
原
告
の
稼
働
率
減
少
の
原
因
は
、
ス
ト
に
よ
る
頻
繁
の
レ
ッ
ス 

ン
中
断
や
、
原
告
の
レ
ッ
ス
ン
中
の
組
合
関
係
発
言
、
被
告
を
非
難
す
る
発
言
等
で
あ
り
、

こ
れ
ら
が
受
講
生
か
ら
敬
遠
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
前
記
の
と
お
り
、
原

告
が
一
レ
ッ
ス
ン
中
に
右
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
た
と
の
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

こ
れ
に
対
し
、
原
告
が
ス
ト
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
た
こ
と
は
前
記
認
定
の
と
お
り
で
あ 

り
、
こ
れ
が
原
告
の
稼
働
率
に
影
響
し
た
こ
と
は
合
理
的
に
推
認
で
き
る 

し
か
し
な
が
ら
、
原
告
が
ス
ト
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
間
も
な
く
、
被
告
は
、
原
告
ら 

組
合
員
を
グ
レ
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
の
担
当
か
ら
は
ず
し
、
ま
た
、
受
講
者
が
原
告
の
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
を
予
約
し
よ
う
と
す
る
際
、
原
告
が
ス
ト
を
行
う
か
も
知
れ
な
い
な
ど

と
告
げ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
措
置
を
と
れ
ば
、
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
を
喪

失
す
る
こ
と
自
体
に
よ
る
レ
ッ
ス
ン
時
間
の
減
少
を
き
た
す
の
み
な
ら
ず
、
グ
ル
ー
プ
レ
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ッ
ス
ン
を
経
験
し
て
原
告
の
レ
ッ
ス
ン
を
気
に
い
り
、
そ
の
結
果
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス

ン
に
移
行
す
る
と
い
う
受
講
生
の
流
れ
は
遮
断
さ
れ
る
し
、
ま
た
、
ス
ト
の
可
能
性
を
告

知
さ
れ
た
新
規
の
受
講
生
は
原
告
の
予
約
を
取
ろ
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
し
か
担
当
し
な
く
な
っ
た
原
告
の
新
規
受
講
生
が
激
減
す
る
の
当

然
で
あ
り
、
現
に
ス
ト
開
始
後
の
原
告
の
新
規
受
講
生
は
皆
無
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
、

従
前
か
ら
の
受
講
生
も
、
次
第
に
レ
ッ
ス
ン
の
全
課
程
を
修
了
す
る
な
ど
し
て
退
校
（
卒

業
）
し
て
い
っ
て
い
る
か
ら
、
新
規
受
講
生
の
供
給
を
絶
た
れ
た
原
告
の
レ
ッ
ス
ン
時
間

は
さ
ら
に
減
少
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。 

 

こ
れ
に
関
し
て
、
証
人
〇
〇
は
、
原
告
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
受
講
生
の
半
数
以 

上
が
原
告
の
レ
ッ
ス
ン
を
嫌
が
っ
て
い
た
と
証
言
す
る
が
、
被
告
が
原
告
の
ス
ト
の
可
能

性
を
予
告
し
た
り
し
て
い
た
こ
と
や
原
告
の
全
レ
ッ
ス
ン
中
に
占
め
る
ス
ト
の
回
数
等
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の
事
情
か
ら
す
る
と
、
受
講
生
が
原
告
の
レ
ッ
ス
ン
を
敬
遠
す
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
が

も
っ
ぱ
ら
原
告
の
ス
ト
に
よ
る
レ
ッ
ス
ン
中
断
等
に
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

以
上
に
よ
れ
ば
、
原
告
の
受
講
生
の
中
に
は
、
ス
ト
に
よ
る
レ
ッ
ス
ン
中
断
を
嫌
っ
て 

自
発
的
に
受
請
を
差
し
控
え
る
よ
う
に
な
っ
た
者
も
あ
る
と
は
推
認
で
き
る
が
、
そ
れ
以

上
に
、
原
告
の
稼
働
率
が
短
期
間
に
激
減
し
た
主
た
る
理
由
は
右
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る

も
の
と
考
え
る
の
が
相
当
で
あ
る
。 

な
る
ほ
ど
、
ス
ト
が
予
見
さ
れ
る
以
上
、
被
告
が
、
レ
ッ
ス
ン
を
成
立
さ
せ
る
た
め
ス 

ト
に
よ
る
影
響
の
大
き
い
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
か
ら
原
告
ら
組
合
員
を
は
ず
し
た
り
、
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
に
つ
い
て
も
後
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
あ
ら
か
じ
め
ス
ト
の

可
能
性
を
告
知
し
た
り
し
た
こ
と
は
、
営
業
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
限
り
不
当
で
な
い
と

の
評
価
も
あ
り
得
な
い
で
は
な
い
（
も
っ
と
も
、
被
告
は
原
告
ら
の
ス
ト
に
備
え
、
代
替
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講
師
を
準
備
し
た
り
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
の
時
間
を
延
長
す
る
な
ど
し
て
い
た
の

で
あ
る
か
ら
、
右
の
よ
う
な
被
告
の
措
置
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
疑
念
が
な

い
で
は
な
い
が
、
こ
の
点
は
ひ
と
ま
ず
お
く
）。 

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
よ
う
な
措
置
は
、
他
面
で
は
、
意
図
的
に
原
告
の
レ
ッ
ス
ン
時 

間
を
減
少
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
ル
ー
プ
レ
ッ

ス
ン
の
担
当
か
ら
は
ず
す
こ
と
は
直
接
そ
の
レ
ッ
ス
ン
時
間
を
奪
う
も
の
で
あ
る
し
、
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
ッ
ス
ン
に
つ
い
て
も
そ
の
予
約
時
に
ス
ト
の
可
能
性
を
予
告
す
る
こ
と

は
、
い
わ
ば
欠
陥
商
品
で
あ
る
と
の
告
知
を
す
る
の
と
同
様
で
あ
っ
て
、
受
講
生
が
こ
れ

を
敬
遠
す
る
こ
と
は
容
易
に
予
測
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
間
接
的
な
が
ら
原
告
の
レ
ッ
ス

ン
時
間
を
奪
う
も
の
と
い
う
べ
き
あ
る
。
そ
し
て
、
稼
働
率
は
、
講
師
が
担
当
す
る
レ
ッ

ス
ン
時
間
の
増
減
に
よ
っ
て
直
接
影
響
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
が
、
ス
ト
に
対
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抗
す
る
と
の
理
由
で
右
の
よ
う
な
措
置
を
採
ろ
こ
と
に
よ
っ
て
直
接
ま
た
は
間
接
に
原

告
か
ら
レ
ッ
ス
ン
時
間
を
奪
っ
て
お
き
な
が
ら
、
さ
ら
に
こ
れ
に
よ
る
稼
働
率
低
下
を
理

由
と
し
て
解
雇
す
る
こ
と
は
、
畢
竟
、
ス
ト
を
理
由
に
し
た
解
雇
と
い
う
の
と
径
庭
が
な

く
、
不
当
労
働
行
為
（
労
働
組
合
法
七
条
一
号
）
に
も
該
当
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
し
、

そ
う
で
な
い
と
し
て
も
著
し
く
不
公
正
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
原
告
の
稼
働
率
低
下
は
本
件
解
雇
の
合
理
的
理
由
と
な
し
得
る
も
の
と 

は
い
い
難
い
。 

?
  

被
告
は
本
件
解
雇
の
第
二
の
理
由
と
し
て
、
原
告
の
ス
ト
に
つ
い
て
種
々
主
張
す
る
。 

被
告
の
主
張
の
趣
旨
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
と
は
い
い
が
た
い
が
、
ス
ト
を
頻
繁
に
行 

っ
た
こ
と
自
体
を
も
っ
て
解
雇
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
か
に
頻
繁
で
あ
っ

た
と
し
て
も
そ
れ
が
正
当
な
争
議
行
為
の
範
囲
内
に
留
ま
る
限
り
、
合
理
的
な
解
雇
理
由 
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と
な
る
も
の
で
は
な
い
。 

被
告
は
、
原
告
ら
の
ス
ト
の
態
様
等
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、
前
記
認
定
の
と
お
り
、 

原
告
ら
の
ス
ト
の
目
的
は
昇
給
や
解
雇
倣
回
等
組
合
員
の
労
働
者
と
し
て
の
待
遇
改
善

等
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
こ
れ
ら
を
め
ぐ
る
労
便
交
渉
は
膠
着
状
態
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
か
ら
、
争
議
目
的
に
違
法
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
原
告
ら
が
ス
ト
通
告

に
当
た
っ
て
大
声
を
出
し
た
り
、
ス
ト
中
の
代
替
講
師
の
レ
ッ
ス
ン
を
の
ぞ
き
込
ん
だ
り
、 

罵
声
を
浴
び
せ
た
り
し
て
妨
害
し
た
な
ど
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
原
告
ら
の 

ス
ト
に
よ
っ
て
、
レ
ッ
ス
ン
が
進
行
せ
ず
営
業
が
妨
害
さ
れ
た
と
す
る
点
も
、
ス
ト
に
通

常
伴
う
も
の
で
あ
る
か
ら
や
む
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、
事
前
予
告
が
な
か
っ
た
と
主
張
す

る
点
に
つ
い
て
も
、
前
記
認
定
の
と
お
り
、
も
と
も
と
、
部
分
ス
ト
は
、
被
告
が
原
告
ら 

の
一
レ
ッ
ス
ン
全
部
の
ス
ト
に
対
抗
し
て
代
替
講
師
を
手
配
す
る
な
ど
し
た
た
め
、
さ
ら 
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に
原
告
ら
が
こ
れ
に
対
抗
し
て
行
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
当
日
し
か
も
時
と
し

て
直
前
に
な
さ
れ
る
な
ど
予
告
と
し
て
は
不
十
分
な
が
ら
も
ス
ト
開
始
前
に
は
通
知
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
被
告
も
、
原
告
が
い
つ
ス
ト
に
入
る
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
こ
と
は
予
期
し
て
い
て
、
全
く
予
想
で
き
な
い
状
況
で
抜
打
ち
ス
ト
が
な
さ
れ
て
い
た

と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
か
か
る
経
緯
、
伏
況
に
照
ら
す
と
手
続
的
に
も
労
便
間
の

信
義
に
反
す
る
違
法
な
ス
ト
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

し
た
が
っ
て
、
原
告
が
行
っ
て
い
た
ス
ト
を
理
由
と
し
て
本
件
解
雇
を
相
当
と
認
め
る 

こ
と
も
で
き
な
い
。 

?
  

被
告
は
本
件
解
雇
の
第
三
の
理
由
と
し
て
、
レ
ッ
ス
ン
が
な
い
時
間
帯
の
原
告
の
就
労 

状
況
の
不
良
を
主
張
す
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
原
告
が
レ
ッ
ス
ン
の
な
い
時
間
帯
を
使
用
し
て
宿
題
の
チ
ェ
ッ
ク
等 
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ス
タ
ッ
フ
か
ら
依
頼
さ
れ
た
仕
事
や
教
材
の
作
成
な
ど
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
前
記
認

定
の
と
お
り
で
あ
り
、
ス
タ
ッ
フ
の
依
頼
し
た
仕
事
を
拒
否
し
て
い
た
と
か
、
ス
タ
ッ
フ

に
嫌
が
ら
せ
を
し
て
い
た
な
ど
の
事
実
も
認
め
ら
れ
な
い
。 

し
た
が
っ
て
、
レ
ッ
ス
ン
の
な
い
時
間
帯
の
原
告
の
就
労
状
況
が
解
雇
を
相
当
と
認
め

る
ほ
ど
不
良
で
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

二 

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
解
雇
は
、
こ
れ
を
相
当
と
認
め
る
合
理
的
理
由
が
な
く
、
そ
の
余
の

点
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
解
雇
権
の
濫
用
と
し
て
無
効
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
原

告
の
地
位
確
認
及
び
賃
金
支
払
の
請
求
は
い
ず
れ
も
理
由
が
あ
る
。 

よ
っ
て
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。 

 大
阪
地
方
裁
判
所
第
五
民
事
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